
だめ!

⇒「いたわり」の気持ちを！

⇒「ありがとう」の感謝を！

コロナ差別



新型コロナウイルス感染症に関する人権相談窓口

※祝日、振替休日、年末年始（12/29～1/3）を除く

相談窓口 連絡先 受付時間

松山市
人権啓発課

089-948-6385
jinkenkeihatu@city.matsuyama.ehime.jp

8時30分から17時15分
(平日)

松山地方法務局
みんなの人権110番

0570-003-110 
又は 089-932-0888

8時30分から17時15分
(平日)

愛媛県
人権啓発センター

089-941-8037 8時30分から17時15分
(平日)

【SNSやインターネットによる人権侵害】

違法・有害情報
相談センター

https://www.ihaho.jp/
(インターネット相談のみ) 24時間常時受付


